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新 旧 備考 

貿易一般保険包括保険又は貿易代金貸付保険包括保険のうち、 
決済期間又は償還期間が２年以上の案件の引受けの制限等につ

いて 
 

平成29年４月１日 17‐制度‐00082 

沿革 令和４年６月17日 一部改正 

貿易一般保険包括保険又は貿易代金貸付保険包括保険のうち、 
決済期間又は償還期間が２年以上の案件の引受けの制限等につ

いて 
 

平成29年４月１日 17‐制度‐00082 

沿革 令和４年２月21日 一部改正 

 

１ 貿易一般保険包括保険（機械設備）特約書、貿易一般保険包括保

険（鉄道システム）特約書及び貿易一般保険包括保険（船舶）特約書 

(1) 貿易一般保険包括保険（機械設備）特約書、貿易一般保険包括

保険（鉄道システム）特約書及び貿易一般保険包括保険（船舶）特

約書附帯別表第３第１号の日本貿易保険が別に定める国又は地域

のうち、日本貿易保険が保険契約を締結しない国又は地域は、日

本貿易保険が定める「国別引受方針」（日本貿易保険がそのホーム

ページにおいて対外的に周知するもの。以下「国別引受方針」と

いう。）の『引受態度』欄において「引受停止」と記載している国

及びキューバ並びにキプロス北部トルコ占領地域及びジョージア

南オセチア自治州・アブハジア自治共和国とし、その他の国又は

地域については保険契約の締結を制限する場合がある。 

１ 貿易一般保険包括保険（機械設備）特約書、貿易一般保険包括保

険（鉄道システム）特約書及び貿易一般保険包括保険（船舶）特約書 

(1) 貿易一般保険包括保険（機械設備）特約書、貿易一般保険包括

保険（鉄道システム）特約書及び貿易一般保険包括保険（船舶）特

約書附帯別表第３第１号の日本貿易保険が別に定める国又は地域

のうち、日本貿易保険が保険契約を締結しない国又は地域は、ア

フガニスタン、イエメン、エリトリア、北朝鮮、ギニアビサウ、キ

プロス（北部トルコ占領地域に限る。）、キューバ、グレナダ、コモ

ロ、ジョージア（南オセチア自治州及びアブハジア自治共和国に

限る。）、シリア、ジンバブエ、スーダン、チャド、中央アフリカ共

和国、ハイチ、ブルンジ、ベネズエラ、南スーダン共和国及びリビ

アとし、その他の国又は地域については保険契約の締結を制限す

る場合がある。 

 

 

２ 貿易代金貸付保険包括保険（２年以上）特約書 

(2) 貿易代金貸付保険包括保険（２年以上）特約書附帯別表第３第

１号の日本貿易保険が別に定める国又は地域のうち、日本貿易保

険が保険契約を締結しない国又は地域は、国別引受方針の『引受

態度』欄において「引受停止」と記載している国及びキューバ並

びにキプロス北部トルコ占領地域及びジョージア南オセチア自治

州・アブハジア自治共和国とし、その他の国又は地域については

２ 貿易代金貸付保険包括保険（２年以上）特約書 

(2) 貿易代金貸付保険包括保険（２年以上）特約書附帯別表第３第

１号の日本貿易保険が別に定める国又は地域のうち、日本貿易保

険が保険契約を締結しない国又は地域は、アフガニスタン、イエ

メン、エリトリア、北朝鮮、ギニアビサウ、キプロス（北部トルコ

占領地域に限る。）、キューバ、グレナダ、コモロ、ジョージア（南

オセチア自治州及びアブハジア自治共和国に限る。）、シリア、ジ

 



貿易一般保険包括保険又は貿易代金貸付保険包括保険のうち、決済期間又は償還期間が２年以上の案件の引受けの制限等について・新旧対照表 

2 
 

保険契約の締結を制限する場合がある。 ンバブエ、スーダン、チャド、中央アフリカ共和国、ハイチ、ブル

ンジ、ベネズエラ、南スーダン共和国及びリビアとし、その他の

国又は地域については保険契約の締結を制限する場合がある。 

３ 貿易一般保険包括保険（技術提供契約等）特約書 

(1) 貿易一般保険包括保険（技術提供契約等）特約書第３条第１項

第３号の日本貿易保険が別に定める国又は地域のうち、日本貿易

保険が保険契約を締結しない国又は地域は、国別引受方針の『引

受態度』欄において「引受停止」と記載している国及びキューバ

並びにキプロス北部トルコ占領地域及びジョージア南オセチア自

治州・アブハジア自治共和国とし、その他の国又は地域について

は保険契約の締結を制限する場合がある。 

 

附 則〔抄〕 

附 則〔令和４年６月17日〕 

この改正は、令和４年７月１日から実施する。 

３ 貿易一般保険包括保険（技術提供契約等）特約書 

(1) 貿易一般保険包括保険（技術提供契約等）特約書第３条第１項

第３号の日本貿易保険が別に定める国又は地域のうち、日本貿易

保険が保険契約を締結しない国又は地域は、アフガニスタン、イ

エメン、エリトリア、北朝鮮、ギニアビサウ、キプロス（北部トル

コ占領地域に限る。）、キューバ、グレナダ、コモロ、ジョージア

（南オセチア自治州及びアブハジア自治共和国に限る。）、シリア、

ジンバブエ、スーダン、チャド、中央アフリカ共和国、ハイチ、ブ

ルンジ、ベネズエラ、南スーダン共和国及びリビアとし、その他

の国又は地域については保険契約の締結を制限する場合がある。 

 

附 則〔抄〕 

附 則〔令和４年２月21日〕 

この改正は、令和４年３月１日から実施する。 

 

 


